
 （目的）

第 1 条 この要領は、川西市社会体育施設条例（昭和 59 年川西市条例第 8 号）第 4 条第 2
項に定める使用料の減免について、必要な事項を定めることを目的とする。

（全額免除）

第 2 条 全額免除することができる専用使用料及び個人使用料は、次の各号のとおりとす

る。

（1） 川西市又は川西市教育委員会が主催又は共催する公的事業開催のために社会体育施

設を使用するとき。

（2） 公益財団法人川西市文化・スポーツ振興財団（以下「財団」という。）が、無償の研

修会・講習会等を開催するために社会体育施設を使用するとき。

（3） 満 3 歳未満の者が川西市市民温水プールを使用するとき。ただし、同伴の保護者 1
名に対して入場できる満 3 歳未満の利用者は 2 名までとする。 

（4） 学校週 5 日制のゆとりの時間創造事業として、市内在住の満 3 歳から小学校就学の

始期に達するまでの幼児とその付添者及び小学生並びに中学生が、川西市市民温水プ

ールを第 2 土曜日の午前 11 時 30 分までに使用するとき。 
（5） 障がい者の介助のため、障がい者 1 名につき原則 1 名の介助者が社会体育施設を使

用するとき。

2 前項第 2 号の規定にかかわらず、財団が川西市総合体育館トレーニング室使用認定証

発行を目的として開催する講習会は、専用使用料を全額免除する。

（半額免除）

第 3 条 個人使用料を 5 割免除することができるときは、次の各号のとおりとする。 
（1） 障がい者が社会体育施設を使用するとき。 
（2） 満年令 65 才以上の者が社会体育施設を使用するとき。 
（3） 市内（伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名川町を含む。）に住所を有する中学生が川西

市市民温水プールを使用するとき。

（4） 市内の企業等に勤務する者の内、市民以外の者（伊丹市、宝塚市、三田市及び猪名

川町の区域内に住所を有する者を除く。）が、川西市市民温水プールを除く社会体育施

設を使用するとき。

2 川西市市民温水プールの個人使用料を 5 割免除することができるときは、使用開始後

60 分以内に遊泳時聞が終了するときとする。ただし、前項に規定する減免を受ける者に

あっては、当該減免適用後の使用料を個人使用料とみなし、改めて 5 割免除することが

できる。

3 専用使用料を 5 割免除することができるときは、障がい者スポーツ団体が、別に定め

る川西市社会体育施設特別使用許可申請取扱要領（以下「取扱要領」という。）第 3 条及

び第 5 条に基づき社会体育施設を使用するときとする。 

別紙-9：川西市社会体育施設使用料減免取扱要領



4 川西市市民温水プールの個人使用料を 5 割免除することができるときは、温水期（1 月

から 6 月まで及び 9 月から 12 月までの期間をいう。以下同じ。）において水温を昇温し

ないときとする。ただし、第 1 項及び第 2 項に規定する減免を受ける者にあっては、当

該減免適用後の使用料を個人使用料とみなし、改めて 5 割免除することができる。 
（一部免除） 
第 4 条 専用使用料を 3 割免除することができるときは、別表に定める団体が、取扱要領

第 3 条及び第 5 条に基づき社会体育施設を使用するときとする。 
2 前項の規定にかかわらず、兵庫県が主催する事業については、専用使用料を 3 割免除

することができる。 
3 川西市市民温水プールの専用使用料の温水期と冷水期（7 月と 8 月の期間をいう。）と

の差額を免除することができるときは、温水期において水温を昇温しないときとする。 
ただし、前条第 3 項及び前 2 項に規定する減免を受ける者にあっては、当該差額免除適

用後の使用料を専用使用料とみなし、改めて 5 割又は 3 割免除することができる。 
（減免申請手続） 
第 5 条 川西市社会体育施設条例施行規則（平成 20 年規則第 21 号。以下「規則」という。）

第 8 条第 2 項に定める減免申請は、第 3 条第 1 項及び第 2 項に定める個人使用料にあっ

ては使用料徴収時に該当すべき減免事由が判別できる資料等を提示することをもって、

第 2 条、第 3 条第 3 項並びに前条第 1 項及び第 2 項に定める専用使用料にあっては規則

第 4 条第 1 項に定める使用許可申請書に免除割合を付記することをもって、これに代え

ることができる。 
2 規則第 8 条第 3 項に定める減免決定に係る、規則第 6 条第 1 項に定める使用許可書へ

の明示方法は免除割合を付記するものとし、第 3 条第 1 項及び第 2 項に定める減免決定

は別に定める入場券の授受をもってこれに代えるものとする。 
（補則） 
第 6 条 この要領に定めるもののほか、使用料の減免について必要な事項は、市長が別に

定めるものとする。 
 

付 則 
（施行期日） 
1 この要領は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
（川西市社会体育施設使用料減免取扱要領の廃止） 
2 川西市社会体育施設使用料減免取扱要領（平成 11 年 4 月 1 日施行）は廃止する。 

付 則 
（施行期日） 
1 この要領は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 



（施行期日） 
1 この要領は、平成 21 年 10 月 1 日から施行する。 

付 則 
（施行期日） 
1 この要領は、平成 22 年 5 月 1 日から施行する。 

付 則 
（施行期日） 
1 この要領は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

付 則 
（施行期日） 
1 この要領は、平成 24 年 5 月 18 日から施行する。 
 
別表（第 4 条第 1 項に定める団体） 
1 川西市体育協会 
2 川西市体育協会を構成する次に掲げる種目協会 
（1） 川西軟式野球協会 
（2） 川西市陸上競技協会 
（3） 川西市ソフトテニス協会 
（4） 川西市テニス協会 
（5） 川西ソフトボール協会 
（6） 川西市中学校体育連盟 
（7） 川西市卓球協会 
（8） 川西市バレーボール協会 
（9） 川西バスケットボール協会 
（10）川西市バドミントン協会 
（11）川西市水泳協会 
（12）川西市スキー協会 
（13）川西市サッカー協会 
（14）川西市柔道協会 
（15）川西市空手道協会 
（16）川西市剣道協会 
（17）川西市弓道協会 
（18）川西市少林寺拳法協会 
（19）川西市ボウリング協会 
（20）川西市ゴルフ協会 
（21）川西市体操協会 



（22）川西市ヨーガ協会 
（23）川西市拳法協会 
（24）川西市バーベル協会 
（25）川西市ゲートボール協会 
（26）川西市健康体操協会 
（27）川西市ラグビー協会 
（28）川西インディアカ協会 
（29）川西市グラウンド・ゴルフ協会 
（30）川西市スポーツ吹矢協会 
3 川西市スポーツ少年団 
4 川西市スポーツ少年団を構成する次に掲げる専門部会 
（1） 少年野球専門部 
（2） バレーボール専門部 
（3） サッカー専門部 
（4） 空手専門部 
（5） 剣道専門部 
（6） リーダー隊専門部 
5 川西市少年軟式野球連盟 
6 公益財団法人川西市文化・スポーツ振興財団 
7 前号に定めるもののほか、市長が認める団体 
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